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【本庁舎の現状】 

 

千葉市では、大正 10 年

（1921 年）の市制施行から

数回の町村合併を経て市域

面積を拡大させていきまし

た。 

千葉市の人口は、合併に伴

い増加し、合併以降も、工業

化や大規模団地の造成など

により、昭和４０年代を中心

に急増しました。 

 

 

 

現在の本庁舎と議事堂棟

は昭和 45 年 1 月に竣工し、

築後 42 年が経過しました。 

庁舎の耐震性能としては、

防災拠点施設として必要と

なる Is 値（建物の耐震性能を

示す指標）0.9 を満たしてい

ない状況です。 

 

 

 

人口の急増に伴い、業務量

や職員数が増え、市庁舎が狭

隘化してきました。 

そのため、本庁舎周辺の民

間ビルを借り上げ、庁舎が分

散化していきます。 

現在では、年間の借り上げ

料は合計で約 6.3 憶円とな

っています。 

 

 

 

 

【現庁舎が抱える課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉市の人口推移及び将来見通し 

防災面の課題 

「本庁舎のあり方に関する基本的な考え方」の概要 

バリアフリー化の制約 執務室の狭隘化 

２ 分散化・狭隘化 

(1)執務室の分散化 

(2)執務室の狭隘化 

(3)庁内サインの視認性 

(4)庁内動線の混在 

(5)借上げ料の負担 

３ 老朽化 

(1)建物・設備の老朽化 

(2)バリアフリー化の制約 

(3)環境性能の丌足 

１ 防災面 

(1)耐震性能（Ｉｓ値） 

(2)非構造部材等の耐震性 

(3)災害時に業務を継続するために必要な機能 

現
庁
舎
が
抱
え
る
課
題 

庁舎の分散化状況※平成 22年度決算による 

本庁舎の耐震性能の現状 
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【これからの市庁舎のあるべき姿】 

 

これからの市庁舎はどうあるべきか、平成 13 年に提出された市庁舎整備議員懇談会報告書の５つの理

念をベースに、社会情勢の変化を踏まえ、新しい基本理念を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市庁舎のあり方の基本的な考え方】 

  

 市庁舎がどのような機能を果たすべきか、基本的な考え方を整理しました。 

 

 

 

【現庁舎のあり方の検討】 

現庁舎を活用することを前提とした課題解決策を検討しました。 

 

 

１．非常時の業務
継続性の確保

２．通常業務の
遂行性の確保

３．経済性の確保

（１）地震をはじめ、災害に強い

構造を備えた庁舎

（２）非常時の業務継続機能

を備えた庁舎

（１）利便性・機能性に優れ、

環境に配慮した庁舎

（２）優れたセキュリティを持ち、

安全に業務を遂行できる庁舎

（１）ライフサイクルコスト

を抑えた庁舎

ア 耐震安全性

イ その他の災害への安全性

ア 防災拠点機能

イ 執務空間における機能

ウ 活動支援空間における機能

エ 基幹設備機能

ア 機能が集約された庁舎

イ 効率的な執務空間

ウ 変化に対応できる設え

エ 利便性への配慮

オ 環境先進性の確保

ア 防犯性の確保

イ 安全性の確保

ウ 永続性の確保

ア 負担総額

イ 一時的支出

ウ 経常的支出

（１）地震をはじめ、災害に強い構造を備えた庁舎 

（２）非常時の業務継続機能を備えた庁舎 

 

（１）利便性・機能性に優れ、環境に配慮した庁舎 

（２）優れたセキュリティを持ち、安全に業務遂行できる庁舎 

 

（１）ライフサイクルコストを抑えた庁舎 

１ 非常時の業務継続性を備えた市庁舎

２ 通常業務の遂行性に優れた市庁舎

３ 経済性が確保された市庁舎

新しい 

考え方 

① 市民本位の行政サービスを推進する市庁舎

② 市民生活を守る防災拠点としての市庁舎

③ ｢国際交流都市千葉｣にふさわしい市庁舎

④ 地球環境に配慮した市庁舎

⑤ 将来の変化にも柔軟に対応できる市庁舎

H23.3.11
東日本大震災

国の指針
・業務継続のための官庁施設の機能確保に関する指針
・中央省庁業務継続ガイドライン 等

議員懇談会 

報告書の 

５つの理念 

 

①新たな問題の発生

•アスベスト除去、全館退去
•床の強度の問題

•動線の問題

②他の課題への影響

•耐震性の確保が必要
•分散化・狭隘化の進行

③対応策に制約あり

•消防法の制約
•建築基準法の制約

新たな問題・制約対応策課題

防災面

分散化

狭隘化

老朽化

耐震補強

大規模改修工事

など

書類の整理

借上げ精査など

大規模改修工事

など

１ 仮設庁舎の確保

２ 本庁舎のアスベスト除去

３ 耐震補強＋大規模改修

分散化・狭隘化の解消には

物理的スペースの確保が必要

現庁舎を活用を図る上での
必須事項
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【課題解決に向けた検討ケースの設定】 

 課題解決する方策を検討するためのケースを設定しました。 

 

参考ＣＡＳＥ【現状維持】 ＣＡＳＥ１【改修方式】 ＣＡＳＥ２【改修＋移転集約方式】 ＣＡＳＥ３【改修＋別棟集約方式（県庁方式）】

概要

模式図

　①現状のまま執務　　　　　　　　　：３０．０年 　①計画検討　　　　　　　　　　　　：　１．０年 　①計画検討　　　　　　　　　　　　：　１．０年 　①計画検討　　　　　　　　　　　　：　１．０年

　②本庁舎・中央ＣＣから仮庁舎へ移転：　　９９課 　②本庁舎から仮庁舎へ移転　　　　　：　　７０課 　②本庁舎から仮庁舎へ移転　　　　　：　　７０課

　③本庁舎・中央ＣＣ大規模改修　　　：　１．０年 　③本庁舎大規模改修　　　　　　　　：　１．０年 　③本庁舎大規模改修、別棟建築　　　：　２．０年

　④仮庁舎から本庁舎・中央ＣＣへ移転：　　９９課 　④仮庁舎・中央ＣＣ・ＰＳＴから移転：　１１４課 　④仮庁舎・中央ＣＣ・ＰＳＴから移転：　１１４課

　⑤改修後の２庁舎、ＰＳＴで執務　　：２８．０年 　⑤改修後本庁舎、既存民有建物で執務：２８．０年 　⑤改修後本庁舎、既存民有建物で執務：２７．０年

メリット

デメリット

ＣＡＳＥ４【新築集約方式】 ＣＡＳＥ５【賃貸集約方式】 ＣＡＳＥ６【購入集約方式】

概要

模式図

　①計画検討　　　　　　　　　　　　：　１．０年 　①計画検討　　　　　　　　　　　　：　１．０年 　①計画検討　　　　　　　　　　　　：　１．０年

　②本庁舎から仮庁舎へ移転　　　　　：　　７０課 　②本庁舎・中央ＣＣ・ＰＳＴから移転：　１１４課 　②本庁舎・中央ＣＣ・ＰＳＴから移転：　１１４課

　③本庁舎解体及び新築　　　　　　　：　３．５年 　③賃貸した既存民有建物で執務　　　：２９．０年 　③買収した既存民有建物で執務　　　：２９．０年

　④仮庁舎・中央ＣＣ・ＰＳＴから移転：　１１４課

　⑤新築本庁舎で執務　　　　　　　　：２５．５年

メリット

デメリット

事業
スケジュール

事業
スケジュール

本
庁
舎

中
央
CC

Ｐ
Ｓ
Ｔ

70課 29課 15課

延：20,800㎡

専：12,600㎡

専：4,300㎡

本
庁
舎

仮
庁
舎

中
央
CC

Ｐ
Ｓ
Ｔ

70課

70課
仮
庁
舎

29課 15課④

②

④
②

29課

延：20,800㎡

専：12,600㎡

専：4,300㎡

専：11,600㎡
専：12,600㎡

本
庁
舎

仮
庁
舎

中
央
CC

Ｐ
Ｓ
Ｔ

70課

70課
既
存
民

有
建
物

29課 15課④

②

④④

延：20,800㎡

専：11,600㎡

専：16,900㎡

本
庁
舎

仮
庁
舎

中
央
CC

Ｐ
Ｓ
Ｔ

70課

70課

別
棟

29課 15課④

②

④④

延：25,200㎡

延：20,800㎡

専：11,600㎡

本
庁
舎

仮
庁
舎

中
央
CC

Ｐ
Ｓ
Ｔ

70課

70課 新
築

本
庁
舎

29課 15課
④

②

④④

延：46,000㎡

専：11,600㎡

本
庁
舎

中
央
CC

Ｐ
Ｓ
Ｔ

70課

既
存
民

有
建
物

29課 15課

② ②②

専：30,700㎡

本
庁
舎

中
央
CC

Ｐ
Ｓ
Ｔ

70課

既
存
民

有
建
物

29課 15課

② ②②

延：46,000㎡

耐震補強・大規模改修の対象を本庁舎に限定し、中央CC及びPST

で使用してきた床面積分を、本庁舎敷地内に別棟を建築し集約する

案

耐震補強・大規模改修の対象建物を本庁舎に限定し、これまで中央

CC及びPSTで使用してきた床面積分は、新たに１棟のオフィスビ

ルを賃貸し集約する案

耐震補強・大規模改修を行わずに、本庁舎、中央コミュニティセン

ター（以下、中央CC。）、ポートサイドタワー（以下、PST。）

を利用し続ける案

現在利用している本庁舎、中央CC、PSTのうち、耐震性の劣る本

庁舎、中央CCを耐震補強・大規模改修した上で利用する案

自らの計画及び設計によって建て替えを行い、全ての必要面積を新

築で確保する案

全ての必要面積を既存のオフィスビルを賃貸することにより、１棟

で確保する案
既存のオフィスビルを購入し、全ての必要面積を１棟で確保する案

当面負担しなければならない貹用は少なく、何事もなければ最も合

理的。

設備が機能丌全になる可能性あり、その場合には追加的な貹用負担

や、庁舎が利用できなくなるリスクがある。

本庁舎・中央CCともに、耐震化を図ることが可能。

中央CCの所有者、市所管間での合意形成のため時間が必要。
集約後のオフィスビルと本庁舎の位置が、現在の中央CCよりも離

れることが懸念される。

本庁舎を含め全ての庁舎の耐震化を図ることが可能。

分散箇所数を２箇所に削減可能。

本庁舎を含め全ての庁舎の耐震化を図ることが可能。

同一敷地内に本庁機能を集約可能。

建築基準法の規定により、本庁舎と別棟との間で渡り廊下の設置が

認められない。

安全性の確保、分散化・狭隘化、老朽化を解消可能。

計画に基づいた理想的な建物を新築で整備可能。

一時的な支出が大きくなる。

（ただしＰＦＩ方式により平準化可能）

安全性の確保、分散化・狭隘化、老朽化を解消可能。

資金負担を平準化可能。

既存のオフィスビルのため、使い勝手が悪い可能性あり。

安全性の確保、狭隘化・分散化、老朽化を解消可能。

自己所有になるため、ある程度の改造は可能。しかし、完全なオー

ダーメイドというわけにはいかない。

面積集計表 単位：㎡

本庁舎
議事堂棟

その他 中央ＣＣ ＰＳＴ
他の

賃貸建物

参考ＣＡＳＥ 20,800

ＣＡＳＥ１ 20,800

ＣＡＳＥ２ 20,800 16,900

ＣＡＳＥ３ 20,800 25,200

ＣＡＳＥ４ 46,000

ＣＡＳＥ５ 30,700

ＣＡＳＥ６ 46,000

市有建築物
（延床面積）

賃貸建物
（専有面積）

16,900

16,900
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【定性的評価】 

 

 

 

 

 

 

参考ＣＡＳＥ ＣＡＳＥ１ ＣＡＳＥ２ ＣＡＳＥ３ ＣＡＳＥ４ ＣＡＳＥ５ ＣＡＳＥ６
【現状】 【改修方式】 【改修＋移転集約方式】 【改修＋別棟集約方式】 【新築集約方式】 【賃貸集約方式】 【購入集約方式】

現庁舎の活用を前提とした対応策 現庁舎活用を前提としない対応策

 非常時の業務継続性
 の確保

 通常業務の遂行性
 の確保

 経済性の確保

耐震補強・大規模改修

を実施しないため、課

題が多い。

耐震補強・大規模改修

を実施しないため業務

中断リスクを抱え続け、

庁舎機能の維持の面で

課題が大きい。

借上げ料負担が継続す

る他、業務中断リスク

発現の際には追加的貹

用の負担が必要。

耐震補強・大規模改修

をしたとしても解決で

きない課題が残る。

耐震補強・大規模改修

をしたとしても解決で

きない課題が残る。

契約解除リスクがある。

建物所有者としての修

繕料の負担とともに、

長年にわたり借上げ料

負担が継続することか

ら、一時的・経常的支

出の指標がどちらも悪

くなる。

耐震補強・大規模改修

をしたとしても解決で

きない課題が残る。

契約解除リスクがある。

本庁舎と移転後庁舎と

の距離が離れる。

本庁舎以外は全て賃貸

で確保するため、現状

よりも大きな借上げ面

積が必要になり、この

面積に対して、長年、

借上げ料を負担するこ

とから、経常的支出の

指標が悪くなる。

既存本庁舎には解決で

きない課題が残るが、

新築する別棟は耐震性

を確保した上で業務継

続機能を確保可能。

既存本庁舎には解決で

きない課題が残るが、

新築する別棟は通常業

務の遂行性を確保可能。

建築工事貹がかかる点

で、一時的支出の指標

が非常に悪くなる。

自らの計画に基づいて

設計を行う建物になる

ため、非常時の業務継

続性を確保可能。

自らの計画に基づいて

設計を行う建物になる

ため、通常業務の遂行

性を確保可能。

オフィスビルを借り上

げることになるため、

非常時の業務継続性を

どこまで確保できるか

は丌明。

オフィスビルを活用す

るため、行政庁舎とい

う特殊な用途への転用

が困難な上、契約解除

リスクを抱える。

オフィスビルを買い上

げることになるため、

非常時の業務継続性を

どこまで確保できるか

は丌明。

オフィスビルを活用す

ることになるため、行

政庁舎という特殊な用

途への転用が困難。

建設工事貹がかかる点

で、一時的支出の指標

が非常に悪くなる。

耐震補強・大規模改修

をしたとしても解決で

きない課題が残る。

借上げ料負担が継続す

る点で、経常的支出の

指標が非常に悪くなる。

建物購入のための一時

的支出があるが、現敷

地の売却も見込める。

庁舎整備の方向性を検討するには、  

   専門家による詳細な検証を行い、判断していく必要がある。  

 




